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町立厚岸病院及び介護老人保健施設の職員の

非常時における初動体制マニュアル

１ 目的

このマニュアルは、地震の発生による津波の来襲を想定したものであるが、これに、東日本

大震災（H23.３.11）における津波の来襲を見たとき、従来の想定をはるかに超えたものであっ

たことから、これを教訓として大津波警報が発令された場合における体制を加え、町立厚岸病

院及び介護老人保健施設の職員における基本的な初動体制のあり方について定める。

２ 初動対応及び体制

(1) 地震があった場合及びその直後

勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外

第１非常配備（震度４及び震度４以下でも被害 第１非常配備（震度４及び震度４以下でも被害

が発生すると予想される場合） が発生すると予想される場合）

第２非常配備（震度５弱以上の場合及び院内 第２非常配備（震度５弱以上の場合及び院内外

外に被害が発生した場合） に被害が発生した場合）

・火気の点検、始末 ・火気の点検、始末

・テレビ、ラジオ等での情報収集 ・テレビ、ラジオ等での情報収集

・必要に応じて在院者への周知 ・日当直者及び警備員は、津波に関する情報を

・在院者の安全確保 入手したときは、直ちに事務長又は事務次長

・施設全体の被害調査及び状況把握 へ連絡し、指示を仰ぐ

・役場防災担当との連絡調整 ・必要に応じて在院者への周知

・在院者の安全確保

・施設全体の被害調査及び状況把握

・役場防災担当との連絡調整

(2) 津波注意報が発令された場合

勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外

第２非常配備 第２非常配備

・テレビ、ラジオ等での情報収集 ・テレビ、ラジオ等での情報収集

・必要に応じて在院者への周知 ・日当直者及び警備員は、津波に関する情報を

・在院者の安全確保 入手したときは、直ちに事務長又は事務次長

・役場防災担当との連絡調整 へ連絡し、指示を仰ぐ

・職員への連絡 ・必要に応じて在院者への周知

・在院者の安全確保

・役場防災担当との連絡調整

・職員は注意報解除まで自宅待機
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(3) 津波警報及び大津波警報が発令された場合

勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外

第３非常配備 第３非常配備

・テレビ、ラジオ等での情報収集 ・テレビ、ラジオ等での情報収集

・警報発令後は直ちに第３非常配備 ・警報発令後は直ちに第３非常配備

・在院者への周知 ・日当直者及び警備員は、大津波に関する情報

・在院者の安全確保 を入 手したときは、直ちに事務長又は事務次

・在勤者以外の職員は、直ちに病院又はコンキ 長へ連絡 し、指示を仰ぐ

リエへ参集する。ただし、津波警報の場合は ・在院者への周知

病院へ、大津波警報の場合はコンキリエに参 ・在院者の安全確保

集、湖南地区の職員は森林センターへ参集と ・湖北地区の職員は※病院又はコンキリエへ、湖

する。 南地区の職員は森林センターへ参集し、対策

本部の指示を仰ぐ

・役場防災担当との連絡調整 ※津波警報の場合：病院

・職員への連絡 ※大津波警報の場合：コンキリエ

【町の対応】 ・役場防災担当との連絡調整

・厚岸消防庁舎に災害対策本部設 ・職員（会計年度任用職員を含む）

置 は直ちに非常登院

（津波警報：沿岸地域避難勧告）

（大津波警報：沿岸地域避難指示）
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３ 非常配備に関する基準

【勤務時間外】

地震・津波 参 集 職 員
種 別 配 備 内 容 非常配備に準ずる指示

の 規 模 ＜参集場所＞

第１ 震度４ 情報収集・連絡等のた ①震度４以下の地震で被 事務長、事務次長、

非常配備 め、事務長にあらかじ 害発生が予想される場 総務係長、医事係

め指定された職員の配 合 長

備体制 ②人身に被害ある場合は (上記以外の職員

第２非常配備 は自宅待機）

③災害対策本部より、当

該非常配備の指示を受 ＜事務局＞

けたとき

④院長の指示があったと

き

第２ 震度５弱 院内各部署の所要人員 ①災害対策本部より当該 全医師、全管理職、

非常配備 以上 をもって当たるもので、 非常配備の指示を受け 各係長、主任薬剤

津波注意報 災害の発生とともに、 たとき 師、各副看護師長、

そのまま直ちに非常活 ②院長の指示があったと 各主任技師（技士）、

動が開始できる体制 き 事務局担当スタッ

フ

（上記以外の職員

は自宅待機）

＜各担当部署＞

第３ 津波警報 職員全員が当たるもの ①災害対策本部より当該 全職員（臨時職員

非常配備 大津波警報 で、職員の配備は基本 非常配備の指示を受け を含む）

的に各部署とし、在院 たとき 日当直者、警備員

者及び来院者の状況に ②院長の指示があったと は津波に関する情

あわせて、各部署の長 き 報を入手したとき

が連絡を取りながら、 は、直ちに院長又

臨機応変に対応できる は事務長へ連絡

体制 し、指示を仰ぐ。

＜各担当部署＞

登院困難な場合

湖北：コンキリエ

湖南：森林センター

※１ 災害の規模及び特性に応じ、上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変

な配備体制を整えるものとする。

※２ 勤務時間内の非常配備は、災害対策本部からの指示により、院内放送又は電話等により行う。

※３ 災害発生による病院の応急業務内容は、第１に患者の治療であり、短時間に多数の患者が来

るものと予想されるので、状況に合わせ医師や看護師は、診療科や外来、病棟にかかわらず、

互いに協力すること。又検査室や放射線科、薬局等も緊急の業務のみ行い、他は患者の搬送や

誘導等を行う。

※４ 事務局は、施設に被害が出た場合、その応急処置や患者の収容場所の確保等のほか、災害対

策本部との連携、情報収集、患者の受付、医療活動の記録、電気、水、暖房の確保等を行う。


